
相模原市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和５年１０月２日 

                                      

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市条例第６１号 

 

相模原市市税条例の一部を改正する条例 

相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)の一部を次のように改正する。 

附則第４条の２の見出し中「課税標準」を「課税標準等」に改め、同条に次の１

項を加える。 

１９ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合は、２分の１と

する。 

 附則第６条第２項中「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和

４年４月１日から令和８年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項

までを削り、同条第７項中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、

「三輪以上のガソリン軽自動車」を「三輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」とい

う。)」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、

「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分」に、「第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア(イ)中「３，９００円」とある

のは「２，０００円」と、同号ア(ウ)中「６，９００円」とあるのは「３，５００

円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「附則第３０条第８項」を

「附則第３０条第４項」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和７年３月



３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年

度の翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア(イ)中「３，９００

円」とあるのは「３，０００円」と、同号ア(ウ)中「６，９００円」とあるのは

「５，２００円」」に改め、同項を同条第４項とする。 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

２ 改正後の附則第６条の規定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 

 


